
事 業 名 称 ●市町村空き家担当初任者向け定期継続支援事業 

事業主体 名 特定非営利活動法人 岐阜空き家・相続共生ネット 

連 携 先 岐阜県及び同県内市町村 

対 象 地 域 岐阜県内全域 

事 業 概 要 

市町村空き家担当初任者の異動直後の不安を少しでも取り除き、人材や経験不

足を補うため、専門家として研修やフォローアップを行い、早期の業務着手に

寄与できるよう継続した支援を実施する。 

事業の特 徴 

会場実施の研修だと遠方の市町村が参加しづらいため、コロナ禍への対策の必

要性もあることから、オンラインによる研修会を実施。随時使用可能なメール

フォームなど担当者の困りごとに随時対応できるようにしたうえで、効率の高

い取組を目指した。 

成 果 

・市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会の実施 

・市町村フォローアップメールフォームの作成 

・「行政版空き家相談士ちゃんぺら」Q＆A集、相談事例集作成 

成果の公表方法 
NPO法人岐阜空き家・相続共生ネットホームページ（pdf版） 

http://gifu-akiya.net/government/ 

今後の課題 

事業費用の確保について、行政として費用の支払いがしやすいように、年間

パッケージ化等、行政サイドと意見交換をしつつ、国費に頼らない形式での事

業継続をしていきたい。 

 

１．事業の背景と目的 

  当 NPO 法人は、令和元年度、令和 2 年度と 2年連続で「空き家対策の担い手強化・連携モデル事

業」（以下、「担い手事業」という。）に採択され、空き家所有者の心配事への相談対応をしてきた。

その中で各種専門家が相談者の出口の方向性を示し、空き家対策の一端を担ってきた。 

  令和元年度は「ファーストコンタクト強化事業」に取り組んだ。行政が単独で行ってきた空き家

相談窓口に NPO の専門家を派遣し、行政職員と NPO の相談員がバディを組んで、相談者との 3 者相

談を中心に、空き家相談(苦情)への対応と処理を共に行った。 

  令和 2 年度は「遠隔地のためのオンライン空き家塾推進事業」に取り組み、ＹｏｕＴｕｂｅにて

各専門家がミニセミナーを配信し、所有者への空き家を放置することに対する問題意識の醸成や、

空き家の処分、利活用方法、各種手続きのレクチャーを行った。  

  上記事業に併せて、両年ともに「行政職員向け空き家相談士研修会」を開催した。担当者からの

アンケートや NPO 相談員が参加した相談会・研修会などの経験から、多くの行政窓口で空き家相談

や苦情、通報対応が人材や経験不足により、対応に苦慮していることがわかった。 

空き家対策には市町村と専門家が連携することが非常に重要であることは周知の事実であるが、

この 2年事業を実施する中で、各市町村空き家担当者が抱える最大の問題は「職員の異動による知

識のリセット」であることが浮き彫りになってきた。「どの専門家（誰）に何を相談していいか分

からない」ために専門家への相談自体ができていないのである。 

「担い手事業」の中で行政版「空き家相談士ちゃんぺら」（担当者向けガイドブック）を作成し

たが、担当者へのアンケートの中で異動したばかりで日常業務を覚えるのが精いっぱいでガイドブ

ックや参考書を読み込む暇がなく、そもそも基礎知識がないため専門用語も内容もよく理解できな

いという意見が聞こえてきた。 

そこで、岐阜県内で活動する NPOとして、市町村担当初任者（以下担当者という）に対する継続

http://gifu-akiya.net/government/


支援が必要であるということが課題として上がった。担当者が変わる年数は市町村ごとに違うが、

すべての担当者に異動がないということは考えにくい。専門家との継続した連携を図るためにも、

担当者のレベルを常に一定水準維持できるように、指導や連携を行っていくこととした。 

また、空き家に関する今後の民法や不動産登記法等の改正点を弁護士などの専門家が分かりやす

く解説し、改正後の法律にも対応できるようにすることも重要であるため、より実務に実用的な研

修内容を盛り込むこととした。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

令和 3 年 5 月 26 日に当事業に先行して自主事業として第 1 回市町村担当初任者向けオンライン

研修会を開催。岐阜県内市町村にこの事業への賛同を得た上で事業応募。交付決定から事業終了ま

での間の事業の内容と手順を、以下（図１）のように進めた。 

 

図１ 事業実施工程 
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  事業の取り組みについては、①市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会の実施、②市町村

フォローアップメールフォームの作成、③「行政版空き家相談士ちゃんぺら」Q＆A集、相談事例集

作成の３つを軸に、担当者からの要望や意見を可能な限り吸い上げることを意識しながら実施する

こととした。 

 

（２）事業の取組詳細 

① 市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会の実施 

 １．事業概要 

  ８月以降毎月１回ずつオンライン（Zoom）にて担当者向けの研修会（写真１）を実施した。弁護

士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、建築士などの専門家からの一方的な講義だけではなく、

担当者が実務で困っていることに対して直接回答する Q&A企画や、担当者同士のオンライングルー

プワーク（Zoomのブレイクアウトルームを使用）なども実施し、担当者がより興味を持って参加で

きるような内容で構成した。担当者が業務の合間に参加をしていただくことも考慮し、毎回の研修

会は約１時間程度で終わるよう内容を吟味したうえで、多くの参加者が参加できるよう工夫した。 

  アンケート（図２、３）等を適宜実施し、担当者が必要としている情報や、疑問に思っているこ

とをできる限り吸い上げ、研修会の中でアンケート結果の分析や、個別事例に対する解説等も行っ

た。研修会の時間内で解説しきれなかった事項については、後述する「行政版空き家相談士ちゃん

ぺら」Ｑ＆Ａ集・相談事例集に掲載し、各市町村に配布し手元に置いていただくことで実務に活用

できるようにした。 



図２ 市町村アンケート様式 

 

図３ 市町村アンケート集計結果例 

 



写真１ 市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会の様子 

 

 

 

写真２ Zoom のブレイクアウトルームを活用したグループワーク 

 



 ２．研修会内容 

表１ 研修会開催内容 

実施日 研修内容 NPO専門家 

8月 30日 「ファーストコンタクト」対応 デモンストレーシ

ョン 

建築士、宅地建物取引士 

行政書士 

9月 27日 「相談に関わる専門家によるパネルディスカッショ

ン」と前回のまとめ（FC シート） 

建築士、宅地建物取引士 

行政書士 

10月 25日 事例研究「借地上の空き家の処理」 

（講師：弁護士・NPO理事：竹中） 

弁護士、建築士、 

宅地建物取引士、行政書士 

11月 29日 「空き家所有者等、相続人調査の問題点について」

（講師：司法書士・NPO 会員：佳山） 

司法書士、建築士、 

宅地建物取引士、行政書士 

12月 20日 「苦情・通報対応について」よくある苦情とその対

応についてのＱ＆Ａ 

建築士、宅地建物取引士 

行政書士 

1月 24日 「苦情・通報対応について」事例研究オンライング

ループワーク 

建築士、宅地建物取引士 

行政書士 

2月 14日 総括研修 建築士、宅地建物取引士 

行政書士 

 ※各回ともに岐阜県空家等総合相談員３名が参加 

 

図４ 研修会案内 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  研修会の初回でまず空き家相談対応の基本的なやり方を NPO で作成したファーストコンタクトシ

ートをベースに相談者役、担当者役に分かれてデモンストレーションを行い、シートの書き方や注

意点などを解説した。 

担当者に意見を聞くと、業務上発生した疑問点のうち一番気軽に聞けないのは弁護士や司法書士

に対してであるという声が多いため、研修会内で弁護士、司法書士が担当者からの質問に答える回

を設けて、事前アンケートを実施したうえで、各専門家が回答した。 

  Zoomのブレイクアウトルームを活用したオンライングループワークについては、初めての試みで

あったため、市町村を 3 チームに分けその中に数名ずつ NPO の専門家を配置し、原則傍観に徹する

形にはするものの、答えが出ず議論がストップしてしまった際にアドバイスが出来るような体制で

スムーズに実施できるよう工夫した。 



②市町村フォローアップメールフォームの作成 

 １．事業概要 

  相談業務や苦情対応を行う中で、空き家の問題というのはケースバイケースであることが多く、

その場で答えを出すことができず困っている担当者が多い。リアルタイムで抱えている問題に対し

てできるだけ早く総合相談(相談対応・専門家連携・緊急対応）支援していくことが必要と考えた。 

担当者からの質問を随時受け付ける行政専用メールフォームを用意し、各専門家が分野ごとに回

答できる体制を確立した。フォーム自体は自由記載欄に書きやすいものとし、担当者が普段から疑

問に思っていることも含め、気になったときにすぐに利用できる形とした。   

 

写真３ 市町村フォローアップメールフォーム 

   

  

２．運用について 

事業開始後、フォームの形式について市町村から意見を聞きつつ、９月頃から本格運用を開始し、

事業期間中に計１３件の利用があった。（アンケート回答や軽微な質問などを除く） 

優良な質問やよくある質問に関しては随時研修会の中で解説し、他市町村の担当者にも共有し、

知識を深めてもらった。個別の相談事例等についても、研修会の中で対応方法等を解説し、同じよ

うなケースで困っている担当者の参考になるよう、または今後起こりうるケースとして覚えておく

べき内容として共有を図った。 

 

③「行政版空き家相談士ちゃんぺら」Q＆A集、相談事例集作成 

 １．事業概要 

  令和元年度担い手事業にて作成し、令和 2 年度同事業にて改定した「行政版空き家相談士ちゃん

ぺら」（図５）について、より実務に生かせるよう改定作業を行った。 

  昨年までの内容については、一部市町村からの意見を聞きつつ作成をしているものの、専門家と

して担当者が理解しておいてほしい基礎知識やよくある事例など、どちらかというと専門家サイド

からの指南書的なものとして仕上がっていた。 

実際に各担当者からも実務で利用しているという声を多くいただいているが、それでもまだまだ



担当者の知りたい内容をカバーしきれているわけではなかったため、今回の事業の中で出てきた担

当者からのリアルタイムの質問や通常業務の中で抱える問題、困難事例などを収集し、Q＆A集、相

談事例集を追加し、令和 3年度版を作成することとした。 

 

図５ 令和 3 年度改訂 「行政版空き家相談士ちゃんぺら」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．改訂した箇所 

 各市町村からのアンケートにおける疑問、質問をジャンルごとに分別し、同じような質問につい

ては各専門家間で相談し、要点をまとめたうえで Q&A集（図５）を作成、ポイントとなるキーワー

ドを強調し、用語解説等も盛り込むことで新任担当者でも分かりやすい構成とした。過去のちゃん

ぺらで作成した解説等も参照できるように、質問の参考になる該当ページについても併せて記載し

ておいた。 



 専門家間でも法律的にグレーゾーンのため明確に回答できない質問等も存在したものの、できる

限り過去の市町村取組事例における対応例や成功例等を記載することで、少しでも参考にしてもら

えるように記載しておいた。 

 

図５ 担当者からのアンケートをベースにした Q&A 集 

   

 

（３）成果 

  今回の研修会について参加していただいた市町村からは、空き家対応の実務において本研修会で

の内容が役に立ったという声や、リアルタイムの相談や苦情対応において発生した疑問・質問にす

ぐ答えてもらえたことで、業務が停滞することなく適切な方法で解決に導けたという声をいただい

た。 

また、オンライングループワークについても、コロナ禍で他市町村の担当者同士が研修会等で直

接顔を合わせる機会が減少している中、交流できる機会があるということは、困ったときにお互い

に情報共有、相談等がしやすい環境づくりにも寄与しており、グループワークだけでなく担当者と

専門家の座談会のようなものもぜひ企画してほしいとの要望もあった。遠方の市町村からもオンラ

イン形式での研修は参加がしやすく、今後もこのような形式での研修会を継続してほしいという声

をいただいている。 

メールフォームについても、いつでも気軽に利用できる点がよいのと、電話での相談だと伝えづ

らいニュアンスや情報についてもわかりやすく記載できるため、今後も継続利用していきたいとい

う意見が利用者からは上がっている。 

「行政版空き家相談士ちゃんぺら」については、岐阜県が県内市町村担当者向けのアンケートを

実施した際に、よく利用している参考書の項目に多くの市町村が記載されていたようなので、過去

２年に作成したものを利用していただいている現状が成果であると感じるとともに、実際に利用を

した方から直接声を吸い上げ改訂した今回のちゃんぺらは過去３年の集大成として、とりあえず一

段落したものではないかと考えている。 



３．評価と課題 

（１）市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会の実施 

  オンラインによる研修のため、昨年までは会場に来るのが難しく参加しにくかった遠方の市町村

も参加していただけた。42 市町村中 25 市町村の参加に加えて岐阜県の担当者にも参加、協力して

いただけたことについては、昨年までの事業で積み上げたものが定着してきた成果だと捉えている。 

  しかしながら、参加していただける市町村が若干固定化され始めており、一度も当研修会に参加

いただいたことがない市町村に対しては、今後どう PRをしていくべきか検討が必要である。私たち

以外の専門家等との連携により空き家対策がうまくいっている市町村についてはご参加いただけな

くても問題はないと思うが、正直なところ空き家対策に対する市町村ごとの温度差があることは専

門家としても感じるところがある。私たちのような民間 NPO が市町村の施策や方針に対して過度な

介入をするのも難しい部分もあるため、取り組みが進んでいなさそうな市町村に対しては、早期の

空き家対策の重要性と専門家との連携の必要性を市町村向けセミナー等で説きながら、新規の市町

村参加につなげていきたい。 

 

（２）市町村フォローアップメールフォームの作成 

 メールフォームについて、多くの市町村から質問や相談があったが、簡単な質問についてはすぐ

に回答を送付し、個別案件など回答に時間がかかる相談については NPOの専門家同士で協議したう

えで、対応案などを提示した。メールフォームは自由記述で書ける簡単なものにしたため、担当者

が不勉強だといわれそうで、専門家には基本的すぎて聞きづらい質問も多く寄せられ、担当者がち

ょっとした疑問にぶつかり実務が進んでいない現状が見えてきた。担当者は 1～3 年で異動するこ

とが多いため、新任担当者が気軽に質問しやすいメールフォームは大変重要であると考えている。 

 運用上の問題として、担当者がどこまで個人情報を出して相談してよいのかが分からず、質問の

意図が分かりづらかったり、場所的な問題の場合、地図がないために問題点が分からなかったりす

ることがあったため、個別のケースに関しては、NPOが守秘義務を順守することを明記したうえで、

個別の情報入力が可能なメールフォームを今後用意する必要があるかと思われる。 

 

（３）「行政版空き家相談士ちゃんぺら」Q＆A集、相談事例集作成 

  令和元年度に作成し、令和２年度に改定した「行政版空き家相談士ちゃんぺら」については、昨

年度当NPO専門家間で協議し、新任担当者に必要な知識としてQ＆A集を追加作成したところである。

今年度は継続して研修会を実施する中で、各担当者が普段疑問に思っていることを研修会でのアン

ケートや、メールフォームでの質問等からとりまとめ、より実務に有用な Q＆A集や相談事例集など

を作成することができた。 

  今後も、適宜改定も実施していきたいとは思っているが、この３年は事業の成果品として各市町

村に配布を行ってきたものの、今後自主事業化した際の専門家の執筆校正費や印刷費、配布費用の

捻出方法等は大きな課題である。 

 

（４）総評 

事業を実施する中で、担当者は常に悩み続けており、行政は専門家に対して気軽に相談できない

ということは、全国的な課題であると考えている。一般の空き家所有者に対する専門家の無料相談

というのは全国的に増えてきているように感じているものの、行政サイドの疑問・質問に対応して

くれる専門家ないしは業界団体についてはあまり見かけることがない。専門家についても誰しもが

空き家対応について詳しいわけではないため、各市町村の顧問弁護士等に相談しても明確な回答が



返ってこないことがあるようで、そこはやはり私たちのような空き家相談・空き家対応を最前線で

実施してきた専門家集団だからこそ、行政の困りごとにお答えできるのだと自負した上で、今後も

行政に対して積極的に関わっていかなければならないと思っている。 

空き家問題は地域ごとに考える問題ではなく、全国的な取り組みが必要であると考えている。し

かしながら、市町村ごとのレベル差がまだまだあるため、まずは同じ水準・同じ土俵の上で各市町

村担当者が話をできるレベルまで引き上げ、国に対して制度改革の提言等を上げられるようになら

ないと、空き家対策はなかなか進まない。 

加えて、私たちのように空き家対策に取り組もうとしている NPOや業界団体が全国にも多くある

はずである。ぜひ、そのような方々には各地域で我々のような市町村支援を行ってもらいたいと思

う。私たち専門家自体もこのような研修を実施する中で改めて制度や事例を振り返ることでレベル

アップができていると感じている。各種専門家同士が連携することの重要性を認識し、業界間の垣

根を超えた事業展開を実施していくことは極めて重要なことであると思う。 

担当者へのオンライン研修会等の継続支援についてはモデルの確立ができたのだが、NPO もボラ

ンティア団体ではないため、今後事業継続をしていくためには県や市町村からの費用徴収の方法の

検討が必要である。初任者研修に限ると、異動のなかった市町村は研修会には参加が不要となって

しまう可能性がある。初任者に限らず担当者に有用なコンテンツの提供を継続する方法や逆にベテ

ラン担当者に対する研修会の実施、担当者同士の交流ができるようなグループワークや座談会の開

催など、各市町村の担当者が一人で悩むことがないような体制づくりに寄与していきたいと考える。 

４．今後の展開 

令和元年度から令和３年度までモデル事業に採択していただき、各市町村支援を行ってきたが、

モデルの確立についてはとりあえず一段落したものと考えている。研修会等の事業そのものについ

ては来年度も継続して実施していきたい。新年度に入って担当者が異動しある程度落ち着いた５月、

６月ごろを目途に市町村空き家担当初任者向けオンライン研修会を開始し、その後は要望のあった

座談会等の企画も検討し、担当者の要望を可能な限り吸い上げつつ、定期的に開催していく予定で

ある。 

オンラインという形式での研修会実施は、岐阜県内だけでなく全国の市町村を対象に配信が可能

であるため、当 NPOと過去に交流のある県外市町村への参加の打診や、新たな地域への参入も視野

に入れつつ、広域展開も検討していきたいと思う。また、県外で新たに NPOを立ち上げたいと考え

ている方々に対するノウハウの提供支援等も事業として実施していきたい。 

事業費用の確保については、行政として費用の支払いがしやすいように、研修費としての年間パ

ッケージ化や NPOの事業に対する会費など、どういう形での支払い方法がよいのか、金額もどの程

度で設定するのが適正なのかを行政サイドと意見交換をしつつ、国費に頼らない形式での事業継続

をしていきたい。 
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